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特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

潔
の
と
お
り
特
別
職
の
敬
鼻
で
非
常
勤
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も
の
の
報
酬
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び
費
用
弁
硬
に
関
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正

す
る
こ
と
に
つ
い
て
,
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
竺
項
の
規
定
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よ
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･
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条
例
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号

特
別
職
の
職
負
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
雌
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
三
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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別
表
の
選
挙
長
の
項
,
投
票
管
理
者
の
項
及
び
開
票
管
理
者
の
項
中
｢
七
㌧
五
〇
〇
円
｣
を
｢
八
､
三
〇
〇
円
｣
に

改
め
,
同
義
の
投
票
立
会
人
の
項
,
廃
棄
立
会
人
の
項
及
び
選
挙
立
会
人
の
項
中
｢
六
二
〇
〇
円
｣
を
r
六
㌔
八
〇

〇
円
｣
　
に
改
め
る
｡
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こ
の
条
例
は
､
公
布
の
E
E
l
か
ら
施
行
す
る
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